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災害応急対策業務等における統一的な衣類の着用の試行について

「災害協定の記載標準案に基づく災害協定の見直しについて（依頼）」（令和７年

６月４日付け事務連絡）により、「災害応急対応業務に係る協定の記載標準案」にお

いて、被災地における災害応急対策業務等の円滑な遂行、その重要性に関する国民

の関心と理解を深めるため、災害協定等に基づき活動する企業・団体（以下、「企業

等」という。）が統一的な衣類の着用等の取組（以下、「本取組」という）を実施す

ることを基本としたところである。

本取組の実施に向け、今般、TEC-FORCE パートナーの協力を得て、統一的な衣

類の着用の有効性等を確かめるための試行を実施することとしたので、別紙のとお

り、遺漏無きよう実施されたい。 



災害応急対策業務等における統一的な衣類の着用の試行について 

１．目的 

 災害時の応急対応という特殊条件下で着用する衣類の仕様を定めるために、被災

地で活動する TEC-FORCE パートナーの協力を得て、平時に試行的に着用すること

で、「災害対応時に建設業が果たす社会貢献の認知度向上につながるか」を確かめる

ものである。 

２．試行内容 

（１）対象工事

地方整備局等と「災害協定等を締結している企業」、または「災害協定等を締

結している団体（以下、「協定団体」という）に加盟している企業」が受注して

いる地方整備局発注工事（官庁営繕関係及び港湾空港関係を除く。）から選定す

る。（以降、対象企業は「受注者」という。） 

（２）試行の実施

・受注者が別添１に示すビブスを調達する。

・現場見学会などの機会に、一定数の作業員が TEC-FORCE パートナーであること

を明示したビブス（別添１）を着用した上で作業を行う。

・監督職員等が別添２に基づき見学者及び現場代理人等に「災害対応時に建設業

が果たす社会貢献の認知度向上につながるか」を確かめる。

（３）費用の計上等

これに係る費用の計上及び特記仕様書の記載については、「災害応急対策業務

等における統一的な衣類の着用の試行に係る費用計上方法等について（試行）」

（大臣官房技術調査課 令和７年 10 月 29 日付け事務連絡）に基づいて実施す

る。 

３．試行期間 

令和７年度中とする。 

別紙



上面：面ファスナー（フック面）
※面ファスナーにMPS反射材：白

下面：面ファスナー青（ループ面）
・巾70mm

上面：面ファスナー青（フック面）
下面：面ファスナー青（ループ面）
・縦100mm×横80mm

バイアステープ：紺

MPS反射材：白
・巾７０mm
※デザインは別途指示

TEC-FORCE PARTNER ビブス デザイン

本体前面
・メッシュ：ブルー（#3629-B No.6）

上面：面ファスナー（フック面）
※面ファスナーにMPS反射材：白

下面：面ファスナー青（ループ面）
・巾１２0mm×長250mm

MPS反射材：白
・巾120mm×長250mm
※デザインは別途指示

本体背面
・メッシュ：ブルー（#3629-B No.6）

上面：面ファスナー（フック面）
※面ファスナーにMPS反射材：白

下面：面ファスナー青（ループ面）
・巾70mm×長250mm

面ファスナー：赤（ループ面）

面ファスナー：赤（フック面）

腰部
・メッシュ：レッド（#3629-B No.5）

配置基準（目安）
(ファスナー上端)

配置基準（目安）
(表と同じ)
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フタ付ポケット（マチ付き）
・メッシュ：ブルー
(#3629-B No.6）

腰部
・メッシュ：レッド（#3629-B No.5）

160mm
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別添１



発出元 → 発出先
【機密性２】

作成日_作成担当課_用途_保存期間

別添2

場面 回答者

記載例 現場見学会 来場者

（記入例）
・公的な位置づけ（国交省の文字）を持った活動であることがわかるため、被災地の住民の方々は安心すると思
う。
・報道される際に協会名や個社名が入っていることで、災害が多い日本で建設業が重要な役割を果たしている
と、社会に広く発信できるのではないか。

記載例 ー 現場代理人

（記入例）
・ビブスによって現場での建設業の方々の活躍がわかりやすくなった。
・加えて、作業関係者の視認性が高まり、安全性が向上するとともに、作業関係者の識別が容易となり、
統制・連携が図りやすくなっている。

確認を実施した状況
意見

〔質問者〕
試行の趣旨が、”建設業の社会貢献の認知度向上につながるか”の確認であることから、質問者は監督職員等を基本とする。

〔質問内容〕
建設業は、災害発生時には道路啓開や排水作業など、被災地の速やかな復旧のために重要な役割を果たしているが、「社会の認知度が低い」との声が
ある。
災害対応時には被災地で応急工事を実施することとなるが、TEC-FORCE（国土交通省）の名前の表示と共に、協会名や個社名の入ったビブスを統
一的に着用することで、建設業が国交省のパートナーとして被災地のために活躍していることがわかりやすくなったと思うか。




